
別紙３

「イノベーション創出強化研究推進事業」に係る契約等の手続きについて

 「イノベーション創出強化研究推進事業」については、複数機関で構成する研究グループ

によって共同で設立したコンソーシアムを委託先として、委託契約を締結します。

（図は、別添１）

（１）コンソーシアム方式の契約に当たっては、コンソーシアムの代表機関が生研支援セン

ターと契約していただきます（生研支援センターと個々の機関が契約する方式ではあり

ません。）。代表機関は、公募要領（共通事項）３（２）の「応募者の資格要件」を満た

すとともに、参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、代表機関が中

心となって、契約単位としてのコンソーシアムを設立していただきます。研究費は、各

研究機関等が責任を持って執行していただきます。

【コンソーシアムの設立方式】

① 委託事業を実施すること等について規約を策定し、コンソーシアムを構成する研究

機関の同意を得る方法（規約方式）

② 委託事業を実施すること等についてコンソーシアムを構成する各研究機関が協定

書を交わす方法（協定書方式）

③ 委託事業を実施すること等についてコンソーシアムを構成する各研究機関の間で

共同研究契約を締結する方法（共同研究方式）

※規約等のひな形は別添のとおりです。

（２）代表機関の主な業務は次のとおりです。

① 生研支援センターとの委託契約の締結

② 生研支援センターへ委託事業に係る資金の請求及びその受領

③ コンソーシアムの構成員（共同研究機関）への資金交付

④ 生研支援センターへの委託契約の変更・中止申請

⑤ 委託研究課題に係る研究の企画立案及び進行管理、成果の取りまとめ

⑥ コンソーシアムにおける委託事業に係る研究費使用についてのコンプライアンス

の確保、研究費の適正な執行管理

⑦ 知的財産権の研究成果に関し、構成員に特許権等の取得を促すこと

⑧ 生研支援センターへの研究成果報告書、特許権等出願（ただし、コンソーシアム解

散後は各権利者が直接実施）及び許諾に係る事前申請書等委託契約書に基づく各種報

告書及び事前申請書の提出

⑨ 構成員から提出された実績報告書（収支決算等）の内容確認、取りまとめ

⑩ 生研支援センターへの実績報告書（収支決算等）の提出

⑪ 委託事業の成果の普及・活用状況についての追跡調査に係る報告



（３）本事業では、生研支援センターが必要と認めた場合に限り、代表機関とは別に、生研

支援センターとの委託契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」

という。）を設置できます。

 なお、コンソーシアムの構成員が多数の場合は、研究運営機関を分割して設置するこ

とも可能です。

［研究管理運営機関を設置できる例］

・研究代表者が地方公共団体に所属し、研究の実施に当たって事前に予算措置を要す

る等の特殊性から契約等の手続きを行うことが困難と認められる場合

・研究代表者が中小企業等に所属し、またはコンソーシアムに多数の中小企業等が参

画しており、委託契約の締結が著しく遅延するおそれがあると認められる場合

［研究管理運営機関の要件］

研究管理運営機関は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。

① 国内に設置された機関であり、法人格を有すること（個人は代表機関となることはで

きません。）。

② 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有していること。具体

的には、以下のアからエまでの全ての能力・体制を有していること。

ア コンソーシアムを設立し、生研支援センターとの委託契約を締結できる能力・体制

イ 知的財産に係る生研支援センターとの事務管理を行う能力・体制

ウ 事業費の執行において、区分経理処理、経理責任者の設置、複数の者による経費執

行管理等、適正な経費執行を行う能力・管理体制（研究開始までに体制整備が確実で

ある場合を含む。）

エ 研究成果の普及、構成員との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う能力・

体制

③ 研究代表者と一体となって研究を推進できる地域に所在すること。

④ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約手続をスムーズに行うことがで

きること。なお、研究グループの構成員が多数の場合には、経理処理が煩雑になり、支

払手続きが遅れる要因となりますので、簡単な研究グループの形成に努めてください。 

 なお、この措置は特例措置であることから、希望する場合は理由を応募書類（様式２－４）

に記載していただくとともに、代表機関の経理責任者の承認を必要とします。

(別添２) １．公募から契約締結までの事務の流れ

(別添３) ２．契約締結から額の確定までの事務の流れ（概算払の場合）

(別添４) ○○コンソーシアム規約

(別添５) ○○コンソーシアム事務処理規程

(別添６) ○○コンソーシアム会計処理規程



(別添７) ○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 
(別添８) 「○○コンソーシアム」参加契約書 
(別添９) 「○○コンソーシアム規約」同意書 
(別添１０) ○○共同研究機関協定書ひな形 



別添１ 

研究代表者 経理統括責任者

代表機関（中核機関）

国立研究開発法人等 大学等 民間企業、 

農林漁業経営体等 農林漁業経営体等 

共同研究機関 

コンソーシアム

生研支援センター 

委託契約

コンソーシアムの規約等に
基づく資金請求・交付

【 コンソーシアム方式 】 

研究 管理 運営機関
（特例措置）

経理責任者 

普及担当機関 

地方公共団体 

国立研究開発法人、大学、民間企業、地方公共団体、

農林漁業経営体等 



別添２ 

１．公募から契約締結までの事務の流れ 

 【生研支援センター】  【コンソーシアム】 

①公募要領公表

②公募開始・公募説明会

⑤外部専門家等による評議委員によ

る審査

⑥採択先（採択機関）・採択額の決

定

⑧試験研究計画書及び資格要件の

確認

⑨契約の審査（随意契約審査委員会

）

⑩委託契約締結

③研究グループを構成

④研究グループの代表機関が提案書

を提出（e-Rad）

・代表機関の「競争参加資格」の申

請（地方公共団体は不要）

⑦研究グループがコンソーシアムを

設立（規約に同意、協定書を締結又

は共同研究契約を締結。生研支援セ

ンターへ写しを提出。）

・「試験研究計画書」作成・提出

・代表機関の「競争参加資格」
（写 ）の提出（地方公共団体は不

要）

・研究管理運営機関を設置する場合

は研究管理運営機関を活用する理由

書を提出 

※1.契約に当たって、生研支援センターの「随意契約審査委員会」で審査を行います。採択の決定後であ

っても審査に必要な書類の提出を求める場合がありますので、生研支援センターから提出の指示があ

れば、速やかに提出して下さい。 

※2.委託経費の支出の対象となるのは、契約締結日以降に発生した当該研究開発等のための経費です。契

約締結日前に発生した経費は、対象となりませんので、ご注意下さい。



別添３ 

２．契約締結から額の確定までの事務の流れ（概算払の場合） 

【生研支援センター】 【コンソーシアム】 

②概算払の可否の確認・概算払請求

書提出可の連絡＊

④代表機関へ支払＊

（委託費概算払）

※⑥研究・経費執行の進行管理

⑪額の確定・通知

全額概算払い済みの場合は、代表機

関へ未執行額を請求します。

精算払いの場合は、代表機関へ確定

額を支払います。

①概算払請求の連絡＊

③委託費概算払請求書提出（代表

機関）＊

⑤構成員への支払＊

（代表機関）

⑦研究・経費執行の進行管理

（代表機関）

⑧構成員から代表機関へ実績報告

書の提出

⑨代表機関で内容を検査の上取り

まとめ（代表機関）

⑩委託事業実績報告書提出

（代表機関）

⑫構成員の額の確定

（代表機関）

全額概算払い済みの場合は、構成

員に未執行額を請求し、生研支援

センターに未執行額を返還。

精算払いの場合は、生研支援セン

ターから受領した委託費を、構成

員へ支払う。

※１ 生研支援センターは、経費の執行管理を確認するため、研究実施期間中、現地に出向い

て経理調査を行うことがあります。 

※２ ＊は概算払いの場合のみ行う事務手続きです。



別添４ 

○○コンソーシアム規約 

平成○年○月○日制定 

 

第１章 総則 

 

 （名称） 

第１条 この団体は、○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）という。 

 

 （事務所） 

第２条 コンソーシアムは、その主たる事務所を構成員である○○県○○市○○区○○所

在の△△研究所内に置く。 

 

 （目的） 

第３条 コンソーシアムは、××××の開発に向けた研究を行うことを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、イノベーション創出強化研究推

進事業（以下「本研究事業」という。）に関する業務を行う。 

２ 各構成員による本研究事業の分担は、コンソーシアムが国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長（以下「生研支援セン

ター所長」という。）との間で締結した委託契約書別紙の委託研究開発実施計画書の定

めるところによる。 

 

 

第２章 構成員 

 

 （構成員） 

第５条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。 

 一 △△研究所 

 二 ○○大学大学院○○研究科 

 三 株式会社○○研究所 

四 ○○農業協同組合××部 

 

 （書類及び帳簿の備付け） 

第６条 コンソーシアムは、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付

けておかなければならない。 

 一 本規約及び第 18条各号に掲げる規程 

 二 構成員の氏名及び住所（構成員が団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の

氏名）を記載した書面 

 三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

 四 その他第 18条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿 



 

２ 構成員は、その氏名又は住所（構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表

者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく代表機関にその旨を届け出なければならな

い。 

 

 （地位の譲渡の制限） 

第７条 構成員は、全構成員の同意を得ないで、本研究事業に関して当該構成員の有する

権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。 

 

 （入会） 

第８条 コンソーシアムの構成員となろうとする者は、全構成員の同意を得なければな

らない。 

 

 （脱退） 

第９条 構成員は、本研究事業が終了するまでの間は脱退することができない。ただし、

次に掲げる場合には、この限りでない。 

 一 本研究事業のうち当該構成員自らが実施することとなっている部分の全部が中止

又は終了となった場合 

 二 破産手続開始の決定があった場合 

 三 死亡 

 四 前各号に掲げる場合のほか、脱退を要するやむを得ない事由があると代表機関が

認めた場合 

 

 （除名） 

第 10 条 コンソーシアムは、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議

決を経て、当該構成員を除名することができる。この場合において、代表機関は、そ

の総会の開催の日の 30 日前までに、当該構成員に対し、その旨を書面をもって通知

し、かつ、代表機関に対して弁明する機会を与えるものとする。 

 一 コンソーシアムの事業を妨げ、又はコンソーシアムの名誉をき損する行為をした

とき。 

 二 本規約又は総会の決議を無視する行為をしたとき。 

２ 代表機関は、除名の決議があったときは、その旨を当該構成員に通知するものとす

る。 

 

第３章 総会 

 

 （総会の開催） 

第 11条 コンソーシアムの総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会の出席構成員が互選する｡ 

３ 通常総会は、毎年度１回以上開催する｡ 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡ 

 一 構成員現在数の２分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があ



ったとき。 

 二 その他代表機関が必要と認めたとき｡ 

 

 （総会の招集） 

第 12条 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及

び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 

２ 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、代表機関は、その請求のあった

日から 30日以内に総会を招集しなければならない｡ 

 

 （総会の議決方法等） 

第 13条  総会は、全構成員の出席がなければ開くことができず、総会の議事は、全構成員  

の同意をもって決定する｡ 

２ 構成員（議長を含む。）は、総会において、各１個の議決権を有する｡ 

３ 総会においては、前条第１項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議

決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 

 

 （総会の権能） 

第 14条 総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決す

る｡ 

一 年度事業実施計画及び収支予算の設定又は変更 

二 年度事業成果報告書及び年度事業実績報告書並びに収支決算 

三 この規約の変更 

四 諸規程の制定及び改廃 

五 コンソーシアムの解散 

六 構成員の除名 

七 本研究事業の実施に関すること 

八 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に関する重要な事項 

 

 （書面又は代理人による議決権の行使） 

第 15条 やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事

項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに代表機関に到達しないときは、無効とす

る。 

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を代表機関に提出しなければならない。 

４ 第 13条第１項の規定の適用については、第１項の規定により議決権を行使した者は、

総会に出席したものとみなす｡ 

 

 （議事録） 

第 16条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

一 開催日時及び開催場所 

二 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、前条第４項により当該総会に出席



したとみなされた構成員数及び当該総会に出席した構成員の氏名 

三 議案 

四 議事の経過の概要及びその結果 

五 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長及び当該総会に出席した構成員のうちから、その総会において選任さ

れた議事録署名人が署名捺印しなければならない。 

４ 議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない｡ 

 

 

第４章 代表機関 

 

 （代表機関） 

第 17条 コンソーシアムの業務を執行するため、第２条に定める主たる事務所が置かれる

△△研究所をその代表機関とする。 

２ 代表機関は次条に掲げる業務を行うものとし、同条各号に掲げる業務の執行に当たっ

ては、業務ごとに責任者を置くものとする。 

３ 代表機関は、本研究事業の実施に関し、コンソーシアムを代表して、生研支援センタ

ー所長と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、他の

構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。 

  

（業務の執行） 

第 18条 コンソーシアムの業務の執行の方法については、本規約で定めるもののほか、次

の各号に掲げる規程による。 

 一 ○○コンソーシアム事務処理規程 

 二 ○○コンソーシアム会計処理規程 

 三 ○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 

 四 その他総会において議決した規程 

 

 

第５章 会計 

 

 （事業年度） 

第 19 条 コンソーシアムの事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。ただし、コンソーシアムの設立初年度については、コンソーシアムが設立された日

から始まり、その日以後の最初の３月３１日に終わるものとする。 

 

 （資金の取扱い） 

第 20条 コンソーシアムの資金の取扱方法は、○○コンソーシアム会計処理規程で定める

ものとする。 

 

 （事務経費支弁の方法等） 

第 21条 コンソーシアムの事務に要する経費は、本研究事業に係る委託費（構成員からの



負担金）をもって充てるものとする。 

 

 （構成員の必要経費の分配） 

第 22 条 構成員は、コンソーシアムの代表機関から、本研究事業のうち自らが実施する

こととなっている部分の実施に必要な経費の分配を受けるものとする。 

 

 （年度事業実施計画及び収支予算） 

第 23条 コンソーシアムの年度事業実施計画及び収支予算は、代表機関が作成し、総会の

議決を得なければならない。 

 

 

第６章 清算 

 

 （解散） 

第 24条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。 

 一 本研究事業の全部が終了したとき。 

 二 総会において解散の議決がなされたとき。 

 三 構成員が一名となったとき。 

 

 （清算人） 

第 25条 前条の規定によりコンソーシアムが解散した場合、代表機関が指定する者（代表

機関が自己を指定する場合には、代表機関）が清算人となる。 

２ 清算人は、コンソーシアムの解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。 

 

 （清算人の権限） 

第 26条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、コンソーシアムを代表す

る裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。 

 一 現務の結了 

 二 債権の取立て及び債務の弁済 

 三 残余財産の処理 

 四 その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為 

 

 （清算手続） 

第 27条 清算人は、その着任後遅滞なくコンソーシアムの財産の現況を調査し、財産目録

及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体を定め、これらに係る書類を各構成員に送付

するものとする。 

２ その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法によ

り行うものとする。 

 

 （事業終了後の残余財産の取扱い） 

第 28条 本研究事業の全部が終了した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産

があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が生研支援センター所長と協



議の上決定するものとする。 

 

第７章 雑則 

 

 （委託契約の遵守） 

第 29 条 構成員は、代表機関が生研支援センター所長との間で締結した委託契約におい

て、コンソーシアムが課された義務を履行するため、所定の手続を実施するなど、必要

な措置を講ずるものとする。 

２ 構成員が、前項規定による措置を講じず、又は、本研究事業を遂行する場合において

悪意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによってコンソーシアム又は

他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

 （事故の報告） 

第 30 条 構成員は、本研究事業において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼす

おそれがある事故が発生した場合には、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければ

ならない。 

 

 （細則） 

第 31条 本研究事業に関する国の定め及びこの規約に定めるもののほか、コンソーシアム

の事務の運営上必要な細則は、代表機関が別に定める。 

２ 本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各構成員間で

協議の上、決定するものとする。 

 

 

  附 則 

１ 本規約は、平成 年 月 日から施行する。 

２ コンソーシアムの設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第 14 条中「総

会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。 
 

  



別添５ 

○○コンソーシアム事務処理規程 

 

平成○年○月○日制定 

 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 ○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の事務処理業務に関し

ては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援

センター所長（以下「生研支援センター所長」という。）との間で締結したイノベーシ

ョン創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」という。）に関する国の定め、本研究

事業の委託契約書及び○○コンソーシアム規約（以下「コンソーシアム規約」という。）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 

 

 （目的） 

第２条 この規程は、コンソーシアムにおける事務の取扱いについて必要な事項を定め、

事務処理を適正かつ能率的に行うことを目的とする。 

 

 （事務処理の原則） 

第３条 コンソーシアムの事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重ん

じ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければな

らない。 

 

 （事務処理責任者） 

第４条 コンソーシアムの事務処理は、コンソーシアム規約に規定する代表機関（以下「代

表機関」という。）に事務処理責任者（以下「事務処理責任者」という。）を置き、こ

れが行うものとする。 

２ 前項の事務処理責任者は、コンソーシアム会計処理規程に規定する経理責任者を兼務

することができる。 

 

 （○○事業の実施） 

第５条 構成員は、生研支援センター所長との間で締結した本研究事業のうち自らが実施

することとなっている部分（以下「構成員実施部分」という。）をコンソーシアム規約

に規定する年度事業実施計画（以下「年度事業実施計画」という。）に従って実施しな

ければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

２ 構成員は、構成員実施部分が終了したとき（事業を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、事業の成果を記載した実績報告書を代表機関に提出するものとする。 

３ 代表機関は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該事業の

内容が、年度事業実施計画の内容と適合するものであるかどうか検査を行うものとす

る。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとす



る。 

４ 代表機関は、前項に規定する検査の結果、構成員が実施した事業の内容が年度事業実

施計画の内容と適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構

成員に通知するものとする。 

５ 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、構成員実施部分の遂行が困難と

なったときは、事業中止申請書を代表機関に提出し、代表機関は、国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターと協議の上、本研

究事業に係る契約の変更を行うものとする。 

６ 構成員は、前項に規定する場合を除き、構成員実施部分の内容又は経費の内訳を変更

しようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を代表機関に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、委託契約書第 11 条のただし書きに定めるものについて

は、この限りではない。 

 

 

第２章 文書の取扱い 

 

 （文書の処理及び取扱いの原則） 

第６条 コンソーシアムにおける事務処理は、軽易なものを除き、すべて文書をもって行

わなければならない｡ 

２ 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴ることとし、これによることが

できない場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなけ

ればならない。 

 

第７条 文書の取扱いに当たっては、その迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ常に関

係者間の連絡に遺漏のないように努め、これを保管する場合は、常にその所在を明確に

しておかなければならない。 

 

 （文書の発行名義人） 

第８条 文書の発行名義人は、代表機関の長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書に

ついては、この限りではない｡ 

 

 （文書に関する帳簿） 

第９条 事務処理責任者は、文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日そ

の他の必要な事項を記載した文書整理簿を作成し、これを事務所に備え付けておかなけ

ればならない。 

 

 （保存期間） 

第 10条 文書は、これが完結した日から保存し、本研究事業終了の翌年度の４月１日から

起算して５年間保存するものとする｡ 

 

 （文書の廃棄） 

第 11条 文書で保存期間を経過したものは、第９条の文書整理簿から削除し、廃棄するも



のとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお保存の必要があるものについては、

その旨を当該文書整理簿に記入し、事務処理責任者による管理の下、保存しておくこと

ができる｡ 

２ 前項において個人情報が記録されている文書を廃棄する場合には、裁断、焼却その他

復元不可能な方法により廃棄しなければならない。 

 

 

第３章 雑則 

 

第 12条 第１条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定

めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成 年 月 日から施行する。 

  



別添６ 

○○コンソーシアム会計処理規程 

 

平成○年○月○日制定 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 ○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の会計業務に関しては、

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センタ

ー所長との間で締結したイノベーション創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」と

いう。）に関する国の定め、本研究事業の委託契約書及び○○コンソーシアム規約（以

下「コンソーシアム規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よるものとする。 

 

 （目的） 

第２条 この規程は、コンソーシアムの会計の処理に関する基準を定め、コンソーシアム

の業務の適正かつ能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。 

 

 （会計原則） 

第３条 コンソーシアムの会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければなら

ない。 

 一 コンソーシアムの会計処理に関し、真実な内容を明瞭にすること。 

 二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること。 

 三 会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。 

 

 （口座の開設） 

第４条 コンソーシアムは、これを名義とする銀行の管理口座を開設するものとする。 

（※代表機関名義で既に保有している管理口座でも可能。その場合は、「コンソーシア

ムの口座は、○○の管理口座とする。」などと規定する。） 

 

 （会計年度） 

第５条 コンソーシアムの会計年度は、コンソーシアム規約に定める事業年度に従うもの

とする。 

２ コンソーシアムの出納は、翌年度の４月３０日をもって閉鎖する。 

 

 （出納責任者） 

第６条 出納責任者は、コンソーシアム規約に規定する代表機関（以下「代表機関」とい

う。）の長とする。 

 

 （経理責任者） 

第７条 コンソーシアムの経理処理は、代表機関に経理責任者（以下「経理責任者」とい



う。）を置き、これが行うものとする。 

２ 前項の経理責任者は、○○コンソーシアム事務処理規程（以下「事務処理規程」とい

う。）に規定する事務処理責任者を兼務することができる。 

 

 

第２章 帳簿類 

 

 （帳簿） 

第８条 経理責任者は、品名、規格、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払

年月日を記載した帳簿を作成し、これをコンソーシアム規約に定める主たる事務所に備え

付けておかなければならない｡ 

 

 （会計伝票） 

第９条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする｡ 

２ 会計伝票は、次の各号に掲げるものとし、その様式は、代表機関が別に定める。 

 一 入金伝票 

 二 出金伝票 

 三 振替伝票 

３ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する｡ 

４ 会計伝票は、作成者が押印した上で、経理責任者の承認印を受けるものとする｡ 

 

 （帳簿書類の保存及び処分） 

第 10条 会計帳簿、会計伝票その他の会計関係書類の保存期間は、事務処理規程の規定に

よる。 

２ 前項の会計関係書類を廃棄する場合には、あらかじめ、経理責任者の指示又は承認を

受けるものとする｡ 

３ 前項において個人情報が記録されている会計関係書類を廃棄する場合には、裁断、焼

却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。 

 

 

 （帳簿の更新） 

第 11条 帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 

 

 

第３章 予算 

 

 （予算の目的） 

第 12条 予算は、事業年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合

理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする｡ 

 

 （予算の目的外使用） 

第 13条 予算は、定められた目的以外に使用してはならない｡ 



 

 （予算の執行） 

第 14 条 コンソーシアムの運営に係る事務に要する予算の執行については、経理責任者

の決裁を受けなければならない。 

２ 本研究事業に係る構成員自らが実施することとなっている部分に要する予算の執行

については、当該構成員の内部規程の定めるところにより決裁を受けなければならな

い。 

 

 

第４章 出納 

 

 （金銭出納の明確化） 

第 15条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、その事務を

記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない｡ 

２ 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない｡ 

 

 （支払方法） 

第 16条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取

引を証する書類に基づき、出納責任者の承認を得て行うものとする｡ 

２ 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これにより

難い場合として出納責任者が認めた支払のときには、この限りでない。 

 

 （領収証の徴収） 

第 17 条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただ

し、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えること

ができる｡ 

２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をも

って支払先の領収証に代えることができる｡ 

 

 （金銭の過不足） 

第 18条 出納の事務を行う者は、原則として毎月１回以上、預貯金の残高を証明できる書

類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、

遅滞なく第７条第１項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする｡ 

 

 

第５章 物品 

 

 （財産管理台帳） 

第 19条 コンソーシアムは、本研究事業により取得した 10万円以上の機械及び備品の管理

に当たり、別紙の財産管理台帳(機械及び備品)を備え、機械及び備品の取得、使用、移動、

処分等異動増減の都度それぞれの内容等を記録し、現状を明確に把握しておくものとする。 

 



 

 （物品の善管注意義務） 

第 20 条 本研究事業のために購入した機械及び備品の管理については、コンソーシアムは

その責任において善良な管理を行い、保全に万全を期するものとする。 

２ 本研究事業終了後、同種の事業を実施するため引き続き前項の物品を使用する場合は、

本研究事業の委託契約書の定めに従うとともに、引き続き前項の注意義務を果たすもの

とする。 

 

 （物品の表示） 

第 21条 機械及び備品の表示は次の管理用銘版による。 

物 品 標 示 票 

事 業 名 イノベーション創出強化

研究推進事業 

コンソーシア

ム名 

 

品 名  

物品番号  

取得年月日  年 月 日 

備考 △△機構 ××研究所 

 

 

第６章 決算 

 

 （決算の目的） 

第 22 条 決算は、事業年度ごとに会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するととも

に、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 

 （決算書の作成） 

第 23条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、次の各号

に掲げる計算書類を作成し、代表機関に報告しなければならない｡ 

 一 収支計算書 

 二 財産目録 

 

 （年度決算の確定） 

第 24条 代表機関は前条の計算書類を総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定す

る｡ 

 

 

第７章 雑則 

 



第 25条 第１条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定

めるものとする。 

 

 

附 則 

 
この規程は、平成 年 月 日から施行する。 



財 産 管 理 台 帳（機 械 及 び 備 品） 

品目（単位）               

 

 

年 月 日 

 

整理区分 

 

摘 要 

異     動     高 現  在  高 処 分 制 限 期 間  

備  考 増 減  

数 量 

 

価 格 

耐用 

年数 

処分制限期限 

年 月 日 数 量 価 格 数 量 価 格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   円  円  円    

（注） （１）品目ごとに別葉とする。 

 （２）整理区分欄には購入等を記入する。 

 （３）処分制限期間欄には、耐用年数４年を記入し、処分制限期限(取得年月日の４年後の前日(対応日))を記入する。 

 （４）備考欄には設置場所を記入する。



別添７ 

○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 

 

平成○年○月○日制定 

 

 （目的） 

第１条   この規程は、○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）が国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）生物系特定

産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）所長との間で締結し

たイノベーション創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」という。）の実施を通じ

て発生する知的財産権の取扱い等に関して必要な事項を定めることにより、活発な研究

開発の促進を図るとともに、知的財産権の帰属及び出願手続等について明確にすること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げる権利をいう。 

 一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、

特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律１２３号）に規定

する実用新案権（以下「実用新案権）」という。）、実用新案法に規定する実用新案

登録を受ける権利、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意

匠権」という。）、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路

配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以下「回

路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法（平

成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、品種登

録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権等」

と総称する。） 

二 著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条及び第２８条に規定するす

べての権利を含む。）及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知

られていないものであって、不正競争防止法（平成５年法律第 47号）上保護される権

利に係るもの 

 

 （帰属） 

第３条 本研究事業の実施により発生した知的財産権のうち、委託契約書の規定により生

研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与し

た構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した知的財産

権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、これらの者の間で協議

し、決定※するものとする。 

 

※  知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持分を決定する旨を明示することも

可。なお、知的財産権につながる研究成果が現れた後に改めて権利の帰属を決す

ることも可能ではあるが、成果の内容によっては関係者の間で意見が対立する可

能性があるため、あらかじめ決めておくことが望ましい。 

 



 （出願等） 

第４条 本研究事業の実施により発生する知的財産権の出願又は申請（以下「出願等」と

いう。）は、その発生に寄与した構成員が行うものとし、当該出願等に要する費用につ

いても、当該構成員が負担するものとする。 

２ 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当た

っては、これを共有する構成員（以下「知財共有構成員」という。）の間で協議、決定
※１の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、知財共有構

成員の間で協議し、その負担割合を※２決定するものとする。 

３ 第１項及び第２項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なくコンソー

シアム規約に規定する代表機関（以下「代表機関」という。）に報告するものとする。 

 

 

   ※１ 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者（特定の者が一

括して行うか否か）等を想定。 

   ※２ 「持分比率」や「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規程において明

示することも可。 

 

（維持管理） 

第５条 知的財産権の維持管理に係る手続及び当該維持管理に要する費用については、前

条の規定を準用する。 

 

 （持分譲渡） 

第６条 知財共有構成員が自己の有する持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡し

ようとするときは、あらかじめ、他の知財共有構成員の同意を書面により得なければな

らない。 

２ 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたと

きは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他

の知財共有構成員及び代表機関に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履

行しないときは、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。 

 

 （第三者への実施許諾） 

第７条 本研究事業により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の

第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾の申込みを受け付けるものと

する。 

２ 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共

有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申

込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申込みを受けた知財共有構成員

は他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有構成員全

員による協議の上、決定するものとする。 

３ 第１項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとす

る。また、第２項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、

その配分については知財共有構成員の間で協議し、決定※するものとする。 

  （※「持分比率」等により決定する旨明示することも可。） 

 



 （自己実施） 

第８条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、知財共有構成員が

自ら実施しようとするときは、当該知財共有構成員以外の者と実施の支払等について

定めた実施契約を連名により締結する。 

 

 （持分放棄） 

第９条 知財共有構成員が自己の有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、他

の知財共有構成員に書面により通知するものとする。 

２ 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構

成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。 

 

 （共同研究に係る発明補償） 

第 10条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した従業者に対する補償をそれぞれ

自己の属する従業者に対してのみ、自己の規程等に基づき補償する。 

 

 （共同出願契約の締結） 

第 11条 第４条第２項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第３

条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第 12条 構成員は、本研究事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期間にか

かわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報に

ついては、この限りでない。 

 一 知得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報 

 二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報 

三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明

できる情報 

 四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報 

五 委託契約書の規定に基づく事前協議により生研支援センター所長の同意を得た著作

物及びその二次的著作物その他事前に生研支援センター所長の同意を得た情報 

２ 構成員は、本研究事業における自己の従業者に対しても前項の秘密保持に関する義務

を遵守させなければならない。 

 

 （成果の公表） 

第 13条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日

前までにその内容を他の構成員及び代表機関に書面により送付するものとする。 

２ 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあ

ると考える構成員は、当該書面を受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれが

ある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び

代表機関に書面により送付するものとする。 

３ 代表機関は、これら構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものと

する。 



 

 （生研支援センターとの関係等） 

第 14 条 本研究事業における構成員と生研支援センター所長との間の権利保有関係につ

いては、本規程に定めるもののほか、委託契約書に定められている知的財産権の取扱い

に係る契約事項を遵守しなければならない。 

 

第 15条 本研究事業に関する国及び農研機構の定め、コンソーシアム規約及びこの規程に

定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定める。 

 

 

※ 別途「知財合意書」を作成しない場合は、「生研支援センターが実施する委託業

務における知財合意書及び知的財産の権利化方針の作成について」（平成 29年

11月事務連絡）の「知財合意書」に盛り込むべき項目及び内容を追加する。 

 

 

 

附 則 

 
この規程は、平成 年 月 日から施行する。 
 



 

別添８ 
「○○コンソーシアム」参加契約書 

 
 「××××の開発」委託事業（以下「本委託研究事業」という。）を実施するために、

本委託研究事業に参加する法人等（以下「構成員」という。）は、「○○コンソーシアム」

（以下「コンソーシアム」という。）の成立にあたり、次の通り契約を締結する。 
 
（定義） 
第１条 本契約に用いられる用語で、別紙のコンソーシアム規約（以下「規約」とい

う。）に定義されているものは、その定義どおりとする。 
 
（総則） 
第２条 構成員は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技

術研究支援センター所長（以下「生研支援センター所長」という。）とコンソーシアムと

の委託契約書の規定及び規約に従うことを同意することをここに確認し、コンソーシアム

に構成員として参加することに合意する。 
 
（構成員による事業の実施） 
第３条 構成員は、生研支援センター所長とコンソーシアムとの委託契約に基づく委託契

約書に明記された委託研究開発実施計画を善良なる管理者の注意により実施する。 
 
（有効期間） 
第４条 本契約の有効期間は、本契約締結の日より規約に定めるコンソーシアムの解散の

日までとする。ただし、規約に定める義務がコンソーシアムの解散後も存続する場合は、

その存続期間中、第２条に定める構成員としての規約遵守義務は存続するものとする。 
 
（協議） 
第５条 本契約に記載のない事項または解釈上の疑義については、信義誠実の原則に従

い、構成員間の協議により決定するものとする。 
 
本契約の成立を証して全ての構成員の記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 平成  年  月  日 
 
 構成員       住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 



 

 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
 
 
 



別添９ 

（代表機関）○○大学法人 ○○大学 御中 

○○コンソーシアム構成員 御中 

 

「○○コンソーシアム規約」同意書 

 

 当法人、○○○○は、頭書各位に対して、別紙「○○コンソーシアム規約」に同意する

契約（以下「本契約」という。）に申し込みます。 

 当法人は、頭書各位全員が当法人同様本契約の締結を申し込んだ場合、本契約が、当法

人及び頭書各位全員との間で締結されたものとみなされることにあらかじめ同意します。 

 

 平成  年  月  日 

 

 

 

           住 所 

           名 称 

           代表者氏名                 印 



○○共同研究機関協定書ひな形 

 

（名称） 

第１条 この機関は、○○共同研究機関（以下「機関」という。）と称する。 

※ ここでいう「機関」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムのこ 

とであるが、協定書等において必ず「コンソーシアム」を用いなければ

ならない、ということはない。本条はコンソーシアムという名称を用い

ない例を示すもの。 

 

（目的） 

第２条 機関は、○○（以下「委託研究」という。）を共同連帯して実施することを目的

とする。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第３条 機関の構成員は、次のとおりとする。 

 ○○県○○市○○○ 

  ○○○研究所 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  国立大学法人○○大学 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  ○○県○○研究所 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  株式会社○○ 

 

（代表者の名称） 

第４条 機関は、○○○法人○○○研究所を代表者とする。 

※ ここでいう「代表者」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムの

代表機関のことであるが、協定書等において必ず「代表機関」を用いなけ

ればならない、ということはない。本条は代表機関という名称を用いない

例を示すもの。 

 

（事務所） 

第５条 機関は、主たる事務所を代表者である○○県○○市○○○法人○○○研究所内に

置く。 

 

（代表者の権限） 

第６条 代表者は、委託研究の実施に関し、機関を代表して、国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長（以下「生研支援セ

ンター所長」という。）と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行

うとともに、本協定に基づき他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有

するものとする。 

別添１０ 



 

(研究の分担） 

第７条 各構成員の研究の分担は、別添委託研究実施計画書のとおりとする。 

                

（運営委員会） 

第８条 機関は、構成員全員をもって運営委員会を設け、毎年度、委託研究に関する契約

に基づいて年度実施計画を定め、収支決算を審議するなど委託研究の円滑な実施に当た

るものとする。   

 

（構成員による研究の実施） 

第９条 構成員は、年度実施計画に従って、当該構成員の分担する研究を実施するものと

する。 

 

（委託費の配分） 

第 10 条 構成員は、その分担する研究のために委託費の配分を受けるものとする。 

２ 前項に規定する構成員毎の委託費の配分額の限度額及びその内訳は、年度実施計画に

定めるところによる。 

 

（実績報告） 

第 11 条 構成員は、毎年度、担当する研究が終了したときは、その成果を記載した実績報

告書を作成し、代表者に提出するものとする。 

 

(検査） 

第 12 条 代表者は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報

告書の内容が年度実施計画の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとす

る。なお、必要に応じて、その他関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うものと

する。 

 

（委託費の配分額の確定） 

第 13 条 代表者は、前条に規定する検査の結果、構成員が実施した研究の内容が年度実施

計画の内容に適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構成

員に通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、各構成員が分担する委託研究に要した経費の実支出額と第

10 条第２項に規定する配分額の限度額のいずれか低い額とする。 

 

（委託費の支払） 

第 14 条 代表者は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員からの適法な

請求書を受理した日から３０日以内にその支払を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、構成員がその分担する委託研究の完了前に必要な経費を受

けようとするときには、概算払を請求することができ、代表者は、これを適当と認めた

ときはこれを支払うことができる。 



３ 構成員は前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書を代表者に提出する

ものとする。 

 

（過払金の返還） 

第 15 条  構成員は、既に支払を受けた委託費が、第 13 条第１項の委託費の配分の確定額

を超えるときは、その超える金額について、代表者の指示に従って返還するものとする。 

 

（委託研究の中止等） 

第 16 条  構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、その分担する委託研究の遂

行が困難となったときは、委託研究中止（廃止）申請書を代表者に提出し、代表者は、

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センタ

ーと協議の上、委託研究に係る契約の変更を行うものとする。 

２  前項の規定により契約を変更するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。 

 

（計画変更の承認） 

第 17 条  構成員は、前条に規定する場合を除き、委託研究実施計画書に記載された当該構

成員の分担する委託研究の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託研究実

施計画変更承認申請書を代表者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

委託研究実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間（直接経費から間

接経費への流用を除く。）における流用については、この限りではない。 

 

（物品管理） 

第 18 条 構成員は、委託研究のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

２ 委託研究終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を代表者が指定したと

きは、構成員は、代表者の指示により当該物品を返還するものとする。 

 

（帳簿等） 

第 19 条 構成員は、分担する研究に要した経費について、帳簿を作成・整備した上で、他

の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。 

２  構成員は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、

これを行うものとする。 

３ 構成員は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証

拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、委託研究終了の翌年度の４月１

日から起算して５年間、整備、保管しなければならない。 

４ 構成員は、実績報告書の作成、提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合

した委託費の支払実績額を記載しなければならない。 

５ 構成員は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行

ったと代表者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、

又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければ

ならない。 



 

（旅費並びに人件費及び賃金) 

第 20 条 構成員は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれ

も委託研究と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。 

２ 構成員は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと代表者が認めた場

合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受

けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 

（知的財産権の帰属） 

第 21 条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等（以下「知的財産権」

という。）のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこ

ととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。な

お、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した

構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これら

の構成員の間で協議し、決定（※）するものとする。 

一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、

特許法に規定する特許権を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に

規定する実用新案権（以下「実用新案権」という。）、実用新案法に規定する実用新

案登録を受ける権利、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下

「意匠権」という。）、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の

回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以下

「回路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法

（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、品種

登録を受ける地位又は外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権等」

と総称する。） 

二 著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条及び第２８条までに規定す

るすべての権利を含む。）及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

 三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知

られていないものであって、不正競争防止法（平成５年法律第 47 号）上保護される権

利に係るもの 

２ この委託事業に係る知的財産権を伴う成果が得られた場合には、知的財産権の出願又

は申請（以下「出願等」という。）を行う前に、遅滞なく代表者にその旨を報告するも

のとする。 

   ※  知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持ち分を決定する旨を明示す

ることも可。 

 

（出願等） 

第 22 条 前条により発生する知的財産権の出願等は、その発生に寄与した構成員が行うも

のとし、当該出願等に要する費用についても、当該構成員が負担するものとする。 

２ 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当た

っては、これを共有する構成員（以下「知財共有構成員」という。）の間で協議、決定



（※１）の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、知財

共有構成員の間で協議し、その負担割合を決定（※２）するものとする。 

３ 第１項及び第２項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なく代表者に

報告するものとする。 

   ※１ 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者（特定の者

が一括して行うか否か）等を想定。 

   ※２ 「持分比率」や「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規定におい

て明示することも可。 

 

（維持管理） 

第 23 条 知的財産権の維持管理に係る手続き及び当該維持管理に要する費用については、

前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

 

（持分譲渡） 

第 24 条 知財共有構成員が自己の持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡しよう

とするときは、他の知財共有構成員及び代表者の同意を書面により得なければならない。 

２ 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたと

きは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他

の知財共有構成員及び代表者に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履行

しない場合は、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。 

 

（第三者への実施許諾） 

第 25 条 委託研究により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第

三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾申し込みを受け付けるものとす

る。 

２ 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共

有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申

し込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申し込みを受けた知財共有構

成員はその他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有

構成員全員による協議の上、決定するものとする。 

３ 第１項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとす

る。また、第２項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、

その配分については知財共有構成員の間で協議し、決定（※）するものとする。 

  （※「持分比率」等により決定する旨明示することも可。） 

 

（自己実施） 

第 26 条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、いずれかの知財共有

構成員が自ら実施しようとするときは、他の知財共有構成員と実施料の支払い等につい

て定めた実施契約を連名により締結する。 

 

（持分放棄） 



第 27 条 知財共有構成員が自己の保有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、

他の知財共有構成員に書面により通知するものとする。 

２ 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構

成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。 

 

（共同研究に係る発明補償） 

第 28 条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した者に対する補償をそれぞれ自己

の属する従事者に対してのみ、自己の規定に基づき補償する。 

 

 

（共同出願契約の締結） 

第 29 条 第 22 条第２項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第

21 条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとす

る。 

 

 

※ 別途「知財合意書」を作成しない場合は、「生研支援センターが実施する委

託業務における知財合意書及び知的財産の権利化方針の作成について」（平

成 29 年 11 月事務連絡）の「知財合意書」に盛り込むべき項目及び内容を

追加する。 

 

 

（秘密の保持） 

第 30 条 構成員は、本研究事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期

間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、各号のいずれかに該当する

情報については、この限りでない。 

 一 知得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報 

 二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報 

 三  秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したこと

を証明できる情報 

 四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報 

 五  委託契約書の規定に基づく事前協議により生研支援センター所長の同意を得

た著作物及びその二次的著作物その他事前に生研支援センター所長の同意を得

た情報 

２  構成員は、本研究事業における自己の従業員に対しても前項の秘密保持に関す

る義務を遵守させなければならない。 

 

（成果の公表） 

第 31 条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日

前までにその内容を他の構成員及び代表者に書面により送付するものとする。 

２ 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあ



ると考える構成員は、当該書面の受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれが

ある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び

代表者に書面により送付するものとする。 

３ 代表者は、これらの構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものと

する。 

 

（取引金融機関） 

第 32 条 機関の取引金融機関は○○銀行とし、代表者の名義により設けられた預金口座に

よって取引するものとする。 

 

（委託契約の遵守） 

第 33 条 構成員は、代表者が生研支援センター所長との間で締結した委託契約において、

機関に課せられた義務を履行するため、所定の手続きを実施するなど、必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 構成員が、前項に規定する措置を講じず、又は、委託研究を遂行する場合において悪

意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによって機関又は他の構成員に

生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

（事故の報告） 

第 34 条 構成員は、委託研究において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそ

れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに代表者へ報告しなければならない。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 35 条 本協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

  

 本協定の締結を証するため、協定書○通を作成し、代表者はその全てに、代表者以外の

構成員は各２通に、それぞれ記名押印の上、各自押印のもの１通を保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

平成○年○月○日 

 

   国立研究開発法人○○○研究所  理事長        印 

 

 

   国立大学法人○○大学      学長                印 



 

 

   ○○県○○研究所        所長                  印 

 

 

   株式会社○○          社長                  印



（別添）委託研究実施計画書 

１ 全体計画 

    研究項目 平成31年度 平成32年度 

1. ○○技術の開発

(1) ○○の解明

(2) ○○技術の体系化

2. ○○の開発

(1) ○○の解明

(2) ○○の開発

(3) ○○マニュアル作成

（○○○研、

（○○研究所、

（○○大学）

（○○研究所、

（○○○研）

○○大学）

○○○研）

(株)○○） 

（○○○研）

２ 分担計画 

構成員名 分担内容 研究担当者 

○○○研究所 ○○のうち○○、○○  ○○ 

○○大学 ○○のうち○○、○○  ○○ 

○○研究所 ○○のうち○○、○○  ○○ 

(株)○○ ○○のうち○○ ○○ 
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